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佐世保市における指定就労継続支援Ｂ型事業所の指定調整の解除について 

 

 

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、本市の障がい福祉行政の推進にご理解、ご協力いただき、厚く御礼申し

上げます。 

本市では、現在、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第３６条に基づく、指定就労継続支援Ｂ型事業所（以下「Ｂ型事業所」という。）の指定に

ついて、令和７年度末まで利用見込みを上回る定員が確保できているとして、新規およ

び増員は認めない指定調整を実施しています。 

しかしながら、昨年までの市内Ｂ型事業所の利用実績によれば、利用者数は増加傾

向であり、令和８年度以降は利用見込みが定員数を上回り定員不足が生じる見込みで

す。このような状況を踏まえ、市内Ｂ型事業所における適切な人員配置による指定基準

の遵守および作業環境の向上を図るとともに、利用者にとっては就労先の選択肢を広

げ、様々なニーズに対応できるようにするため、下記のとおり指定調整を解除することと

したので通知いたします。 

なお、指定調整解除後につきましても、毎年度指定調整の実施を検討するほか、Ｂ

型事業所の事業内容の把握や確認を行い、必要な指導による適切な運営確保に向け

た取り組みを推進していきます。 

 

記 

 

１ 実施時期 

通常の新規指定までの事務処理に要する期間を考慮して、現在の指定調整

を令和８年７月３１日まで継続し、指定調整の解除を令和８年８月１日といたします。 

 

 

２ 申請スケジュール 

新規に申請を行う場合は、指導監査課へ指定予定日の約３か月前までには事前

相談をしていただきます。 

その後、申請書類が指導監査課において受付（原則、すべての書類が不備なく

揃った状態に限る。）し、審査の段階でも適正であると認められる場合に、受付の

翌々月の翌 １ 日に指定します。 



 
 

※ Ｂ型事業所の定員の増員については、指定変更申請手続になりますので、

変更日の１か月前までに、必要書類を含め不備が無い状態のものを提出して

ください。 

 

 

３ 問い合わせ先 

項目 担当課 連絡先 

指定調整に関する件 
保健福祉部 

障がい福祉課 
0956-24-1111内線 5107 

指定申請に関する件 
保健福祉部 

指導監査課 
0956-24-1111内線 5372 

〒８５７－００４２ 佐世保市高砂町５番１号 佐世保市中央保健福祉センター 

 

 

以 上 

【令和8年8月1日新規指定の場合】

指導監査課へ 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月

新規申請事前相談

（指定の3か月前まで）

新規申請書等提出

（指定の2か月前まで）
5月29日まで

新規指定調整解除 8月1日

（オンライン申請の場合は新規申請書等を5月31日までに提出）　

書類審査等⇒指定通知


